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序

　

王
守
仁
（
王
陽
明
、
一
四
七
二
～
一
五
二
九
）
の
思
想
は
、
そ
の
生
涯
を
通

し
て
幾
度
か
変
化
し
た
。
そ
の
な
か
で
彼
の
思
想
の
核
心
を
成
す
「
致
良
知
」

説
の
提
唱
は
、
『
王
文
成
公
全
書
』
（
以
下
、
『
全
書
』
と
略
）
巻
之
三
十
三
「
年

譜
（
二
）
」
に
よ
れ
ば
、
「
（
正
徳
）
十
有
六
年
正
月
」
、
王
守
仁
五
〇
歳
の
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
彼
の
思
想
は
ほ
ぼ
完
成
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

　

同
時
期
か
ら
盛
ん
に
語
ら
れ
始
め
た
の
が
、
「
万
物
一
体
の
仁
」
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、こ
の
思
想
は
北
宋
・
程
顥
が
「
仁
者
は
天
地
万
物
を
一
体
と
し
、

己
と
無
関
係
（
と
感
じ
る
よ
う
な
）
も
の
は
無
い
。
〔
仁
者
、
以
天
地
萬
物
爲

一
體
、
莫
非
己
也
〕
。
」
（
『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
二
上
・
一
七
条
）
「
仁
者
は
渾

然
と
し
て
事
物
と
同
体
で
あ
る
〔
仁
者
、
渾
然
與
物
同
體
〕
。
」
（
同
・
二
八
条
）

な
ど
と
提
唱
し
た
こ
と
に
始
ま
る
も
の
で
、
王
守
仁
は
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
万

物
一
体
の
仁
は
「
心
即
理
、
あ
る
い
は
知
行
合
一
と
と
も
に
、
…
…
陽
明
思
想

の
柱

（
１
）

」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

「
万
物
一
体
の
仁
」
に
つ
い
て
は
「
致
良
知
」
説
提
唱
以
前
に
も
述
べ
ら
れ

て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
四
九
歳
以
前
の
発
言
を
収
め
た
『
伝
習
録
』
上
巻
に
一

条
を
数
え
る
の
み
で
あ
る

（
２
）

。
で
は
、
彼
は
な
ぜ
晩
年
に
な
っ
て
そ
れ
を
盛
ん
に

語
り
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
想
上
の
大
き
な
変
化
が
あ
っ

た
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　

王
守
仁
の
万
物
一
体
の
仁
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
そ
の
思
想
内
容
を
検
討

し
た
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
原
点
に
つ
い
て
は
考
察
さ
れ
て
来
な
か
っ
た

（
３
）

。
し

か
し
何
で
あ
れ
原
点
・
起
源
を
探
る
こ
と
は
、
そ
の
も
の
の
本
質
を
理
解
す
る

の
に
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
王
守
仁
の
万
物
一
体
の
仁
思
想
に
つ
い
て
も

当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
王
守
仁
万
物
一
体
の
仁
思
想
の
原
点
を
探
求
し
、
そ
れ

を
踏
ま
え
て
、
こ
の
思
想
を
改
め
て
捉
え
直
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　

一
、
「
生
民
之
困
苦
荼
毒
」

　
　
　

―
王
守
仁
「
万
物
一
体
の
仁
」
に
見
え
る

あ
る
描
写
に
つ
い
て

―

　

王
守
仁
の
万
物
一
体
の
仁
思
想
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
行
論
の
都

王守仁「万物一体の仁」思想の原点―その戦場経験と心の「同」―

　
　
　

王
守
仁
「
万
物
一
体
の
仁
」
思
想
の
原
点

　
　
　
　

―
そ
の
戦
場
経
験
と
心
の
「
同
」

―

志　

村　
　

敦　

弘
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合
上
、
そ
れ
が
い
か
な
る
思
想
で
あ
る
か
を
資
料
や
先
行
研
究
を
交
え
つ
つ
示

し
て
お
き
た
い
。

①
夫
人
者
天
地
之
心
、
天
地
萬
物
本
吾
一
體
者
也
。
生
民
之
困
苦
荼
毒
、

孰
非
疾
痛
之
切
於
吾
身
者
乎
。
不
知
吾
身
之
疾
痛
、
無
是
非
之
心
者
也
。

…
…
良
知
之
在
人
心
、
無
間
於
聖
愚
、
天
下
古
今
之
所
同
也
。
世
之
君

子
惟
務
致
其
良
知
、
則
自
能
公
是
非
、
同
好
惡
、
視
人
猶
己
、
視
國
猶
家
、

而
以
天
地
萬
物
爲
一
體
、
求
天
下
無
治
不
可
得
矣
。
（
『
伝
習
録
』
中
「
答

聶
文
蔚
（
一
）
」
）

　

人
は
天
地
の
心
（
『
礼
記
』
礼
運
）
で
あ
り
、
天
地
万
物
は
も
と
も
と

私
と
一
体
だ
。
民
の
苦
し
み
や
禍
が
、
我
が
身
に
痛
苦
を
感
じ
さ
せ
な

い
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。
我
が
身
に
生
じ
る
痛
苦
を
知
ら
な
い
の
は
、

是
非
（
を
適
切
に
判
断
す
る
）
の
心
（
『
孟
子
』
告
子
上
）
が
な
い
者

で
あ
る
。
…
…
良
知
が
人
の
心
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
聖
人
も
愚

者
も
な
く
、
天
下
古
今
を
通
じ
て
同
じ
で
あ
る
。
世
の
君
子
が
そ
の
良

知
を
発
揮
す
る
こ
と
に
努
め
さ
え
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
是
非
を
公
正
に

判
断
し
、
好
悪
（
の
対
象
）
を
同
じ
く
し
、
自
分
の
よ
う
に
他
人
を
見

る
こ
と
が
で
き
、
我
が
家
の
よ
う
に
国
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
天
地
万

物
を
一
体
と
し
て
、
天
下
が
治
ま
ら
な
い
よ
う
に
し
て
も
で
き
な
い
ほ

ど
で
あ
る
。

　

王
守
仁
万
物
一
体
の
仁
の
要
点
は
、
自
己
が
接
す
る
す
べ
て
の
他
者
の
痛

み
、
苦
し
み
、
悲
し
み
に
対
す
る
強
い
共
感
・
思
い
や
り
を
寄
せ
る
こ
と
に
あ

る
（
４
）

。
そ
れ
は
ま
た
「
生
の
連
帯

（
５
）

」
な
ど
と
も
形
容
さ
れ
る
が
、
そ
の
対
象
は
文

字
通
り
す
べ
て
の
他
者
で
あ
っ
て
、
井
戸
に
落
ち
そ
う
に
な
る
「
孺
子
」（
子
供
）

に
始
ま
っ
て
、
手
折
ら
れ
る
「
草
木
」
や
、
甚
だ
し
く
は
毀
た
れ
る
「
瓦
石
」

と
い
っ
た
非
生
命
体
に
至
る
ま
で
、
強
い
共
感
を
持
つ
と
さ
れ
る

（
６
）

。
本
条
で
も

「
視
人
猶
己
」
と
い
う
よ
う
に
、
他
者
を
「
切
」
に
思
い
や
る
こ
と
と
は
、
「
生

民
」
の
「
困
苦
荼
毒
」
を
「
吾
身
」
の
「
疾
痛
」
と
し
て
他
人
事
と
し
て
で
は

な
く
、
「
切
」
に
共
感
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る

感
情
で
は
な
く
、
「
是
非
之
心
」
と
い
う
倫
理
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
他
者
の
心
と
一
つ
に
な
る
程
に
、
密
「
切
」
に
共
感
す
る
関
係
を

王
守
仁
は
「
一
體
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
王
守
仁
の
万
物
一
体
の
仁
の
概
要
で
あ
る
が
、
①
に
引
い
た
部
分
の

少
し
後
に
論
調
は
一
変
し
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
る
。

②
天
下
之
人
、
用
其
私
智
以
相
比
軋
、
是
以
人
各
有
心
、
而
偏
瑣
僻
陋
之
見
、

狡
偽
陰
邪
之
術
、
至
於
不
可
勝
説
。
外
假
仁
義
之
名
、
而
内
以
行
其
自

私
自
利
之
實
、
詭
辭
以
阿
俗
、
矯
行
以
干
譽
、
揜
人
之
善
而
襲
以
爲
己

長
、
訐
人
之
私
而
竊
以
爲
己
直
。
忿
以
相
勝
、
而
猶
謂
之
徇
義
、
險
以

相
傾
、
而
猶
謂
之
疾
惡
、
…
…
相
陵
相
賊
、
自
其
一
家
骨
肉
之
親
、
已

不
能
無
爾
我
勝
負
之
意
、
彼
此
藩
籬
之
形
、
而
況
於
天
下
之
大
、
民
物

之
衆
、
又
何
能
一
體
而
視
之
。

　

天
下
の
人
は
、
私
智
を
用
い
て
互
い
に
せ
め
ぎ
合
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て

人
は
ば
ら
ば
ら
の
心
を
も
ち
、
視
野
狭
窄
な
主
張
や
狡
猾
で
腹
黒
い
や

り
口
が
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
出
る
に
至
っ
た
。
表
向
き
「
仁
義
」
の

看
板
を
掲
げ
つ
つ
、
そ
の
実
ひ
そ
か
に
自
私
自
利
を
行
い
、
偽
り
の
言

葉
で
俗
に
お
も
ね
り
、
評
判
を
得
ん
が
た
め
に
行
い
を
正
し
、
他
人
の

善
行
を
覆
い
隠
し
て
自
分
の
長
所
と
し
て
横
取
り
し
、
人
の
秘
密
を
暴

露
し
、（
そ
う
い
う
）
自
分
は
正
直
だ
と
思
っ
て
い
る
（
『
論
語
』
陽
貨
）
。
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王守仁「万物一体の仁」思想の原点―その戦場経験と心の「同」―

も
知
ら
れ
る
。
ま
た
一
官
吏
と
し
て
地
方
行
政
に
携
わ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
彼

と
現
実
社
会
と
の
接
点
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
こ
う
し
た
公
的
任
務
で

見
聞
し
た
出
来
事
が
万
物
一
体
の
仁
思
想
の
起
源
を
知
る
鍵
と
な
る
の
で
は
な

い
か
と
推
察
で
き
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
王
守
仁
が
行
政
官
と
し
て
出
し
た
文
書
、す
な
わ
ち
「
公

移
」
（
官
吏
宛
の
公
文
書
）
や
「
奏
疏
」
に
着
目
し
た
い
。
従
来
の
王
守
仁
思

想
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
彼
の
行
政
文
書
を
分
析
の
対
象

と
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
思
想
的
に
何
か
関
係
す
る
も
の
が
見
出
せ
る
の
か
ど

う
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
彼
の
思
想
と
繋
が
っ
て
い
る
の
か

を
以
下
に
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

　
　
　
　

二
、
王
守
仁
の
公
移
・
奏
疏
に
見
る
「
人
心
」

　
　
　

―
正
徳
十
二
年
頃
の
報
告
を
中
心
に

―

　

王
守
仁
は
、
そ
の
生
涯
で
幾
た
び
か
公
職
に
就
い
て
活
躍
し
て
い
る
。
し
か

し
前
節
で
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
数
あ
る
彼
の
公
職
経
験
の
中
で
、

彼
自
身
が
「
私
は
（
寧
王
）
宸
濠
（
の
乱
）
を
平
定
し
て
後
、
格
物
致
知
の
学

問
が
い
っ
そ
う
透
徹
し
て
感
じ
ら
れ
た
〔
吾
於
平
濠
之
後
、
致
知
格
物
之
學
愈

覺
明
徹
〕
。
」
（
『
王
畿
集
』
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年 

四
一
〇
頁
）
と
語
る
、
寧

王
宸
濠
の
乱
鎮
定
を
は
じ
め
と
す
る
江
西
省
と
そ
の
周
辺
で
の
軍
事
活
動
、
及

び
そ
の
善
後
策
と
し
て
の
民
政
に
取
り
組
ん
だ
時
期
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
問

題
解
明
へ
の
鍵
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
そ
の
時
期
に
彼
が
何
を

見
、
何
を
思
っ
て
任
務
に
当
た
っ
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
を
進
め
た
い
。

『
全
書
』
巻
三
十
二
「
年
譜
（
一
）
」
及
び
巻
三
十
三
「
年
譜
（
二
）
」（
以
下
、「
年

譜
（
一
）
」
「
年
譜
（
二
）
」
引
用
時
に
は
巻
数
を
省
く
）
に
よ
れ
ば
、
王
守
仁
が
江

忿
怒
か
ら
人
と
争
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
正
義
に
従
っ
て
い
る
の

だ
と
言
い
、
邪
念
か
ら
競
い
合
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
悪
を
憎
む

か
ら
だ
と
言
い
、
…
…
互
い
に
凌
ぎ
合
い
、
損
な
い
合
っ
て
、
一
家
の

肉
親
（
の
間
）
か
ら
し
て
「
私
と
お
前
」
と
い
う
（
敵
対
的
な
）
競
争

心
や
、
彼
我
の
障
壁
を
無
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
ま
し
て
天
下

の
大
き
さ
、
民
衆
や
事
物
の
多
さ
（
の
規
模
）
に
な
れ
ば
、
ど
う
し
て

一
体
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
、「
人
各
有
心
」「
自
私
自
利
」
の
心
に
よ
っ
て
他
者
と
せ
め
ぎ
合
い
、

或
い
は
偽
善
に
よ
っ
て
自
己
を
い
つ
わ
る
人
々
の
歪
ん
だ
生
き
方
の
数
々
が
活

写
さ
れ
て
い
る
。
「
一
家
骨
肉
之
親
」
に
ま
で
そ
の
「
爾
我
勝
負
之
意
」
と
い

う
「
自
私
自
利
」
の
心
が
浸
透
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
万
物
一
体
の

仁
の
理
念
を
掲
げ
た
後
で
、
こ
の
よ
う
に
人
の
負
の
側
面
を
突
く
描
写
を
連
ね

て
、
天
下
に
は
万
物
一
体
が
実
現
し
て
い
な
い
と
嘆
い
て
い
る
。
①
に
も
「
生

民
之
困
苦
荼
毒
」
と
あ
っ
た
。
実
際
、
島
田
虔
次
氏
や
陳
来
氏
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
人
の
悲
惨
や
悪
と
い
っ
た
深
刻
な
内
容
の
発
言
を
王
守
仁
が
す
る
と
き
、

ほ
と
ん
ど
決
ま
っ
て
そ
こ
に
「
万
物
一
体
の
仁
」
が
論
及
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
７
）

。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
壮
大
な
仁
愛
の
思
想
の
由
来
な
い
し
根
源
に
は
、
人

の
悲
惨
や
苦
痛
に
係
わ
る
何
ら
か
の
出
来
事
が
契
機
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
『
伝
習
録
』
「
文
録
」
と
い
っ
た
思
想
的
資
料
や
、
島

田
氏
や
陳
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
も
そ
れ
に
論
及
し
て
は
い
な
い
。

　

と
は
言
え
、
そ
の
「
生
民
之
困
苦
荼
毒
」
と
い
う
表
現
な
ど
か
ら
察
す
る
に
、

こ
う
し
た
発
言
の
背
景
に
は
、
彼
が
実
際
に
見
聞
（
経
験
）
し
た
何
ら
か
の
出

来
事
が
あ
る
ら
し
い
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

今
日
、
王
守
仁
は
思
想
家
と
し
て
名
高
い
が
、
明
代
随
一
の
軍
略
家
と
し
て
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西
省
等
で
任
務
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
正
徳
十
一
年
九
月
に
都
察
院
左
僉
御
史
・

巡
撫
南
贛
汀
漳
等
処
に
任
ぜ
ら
れ
、
正
徳
十
二
（
一
五
一
七
）
年
正
月
に
、
江

西
・
広
東
・
福
建
・
湖
広
四
省
の
境
界
で
発
生
し
た
大
規
模
な
反
乱
の
鎮
圧
の

た
め
贛
州
に
着
い
て
か
ら
、
同
十
四
（
一
五
一
九
）
年
六
月
に
宸
濠
の
乱
を
鎮

圧
す
る
ま
で
の
約
二
年
半
、
王
守
仁
四
六
歳
か
ら
四
八
歳
ま
で
の
期
間
で
あ
っ

た
（
「
年
譜
（
二
）
」
正
徳
十
有
六
年
六
月
）
。

　

こ
の
時
期
の
軍
事
活
動
や
、
そ
の
事
後
処
置
と
し
て
の
民
政
に
関
し
て
、
万

物
一
体
の
仁
論
と
の
係
わ
り
で
注
目
す
べ
き
資
料
と
し
て
、
宸
濠
の
乱
に
先
立

つ
、
正
徳
十
二
年
の
大
反
乱
鎮
圧
時
の
公
移
・
奏
疏
を
検
討
し
た
い
。

　

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
実
は
こ
の
時
期
の
公
移
か
ら
、
①
の
「
生
民
之
困
苦

荼
毒
」
と
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
見
え
始
め
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
地
方
多
盗
、

民
遭
荼
毒
」（
『
全
書
』
巻
之
十
六
「
仰
南
安
贛
州
印
行
告
諭
牌
」
）
、「
人
民
遭
其
荼
毒
、

地
方
受
其
擾
害
」
（
同
前
「
設
立
茶
寮
隘
所
」
）
と
あ
る
。
も
と
よ
り
表
現
の
単
純

比
較
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
が
、
一
致
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
や
は
り
そ
こ
に

は
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
次
に
掲
げ
る
奏
疏
に
は
、
民
衆
が

被
っ
た
そ
の
「
荼
毒
」
の
実
際
と
し
て
、

③
所
據
前
賊
、
占
據
居
民
田
土
數
千
萬
頃
、
殺
虜
人
民
、
尤
難
數
計
。
攻

圍
城
池
、
敵
殺
官
兵
、
焚
燒
屋
廬
、
姦
汙
妻
女
。
其
爲
荼
毒
、
有
不
忍

言
。
（
『
全
書
』
巻
之
九
「
攻
治
盗
賊
二
策
疏 

十
二
年
五
月
二
十
八
日
」
）

　

江
西
に
盤
拠
す
る
盗
賊
た
ち
は
、
民
の
田
土
数
千
万
頃
を
占
拠
し
、
人

民
を
殺
害
し
捕
虜
に
す
る
こ
と
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
濠
を

め
ぐ
ら
せ
た
城
塞
を
包
囲
攻
撃
し
、
官
軍
の
兵
を
殺
し
、
家
屋
を
焼
き
、

妻
や
娘
を
強
姦
す
る
。
そ
の
塗
炭
の
苦
し
み
は
語
る
に
忍
び
な
い
。

と
、
そ
の
凄
惨
な
さ
ま
を
記
し
て
い
る
。
別
の
公
移
で
も
、
「
父
母
を
置
き
去

り
に
し
、
妻
子
を
棄
て
、
風
雪
に
さ
ら
さ
れ
、
寒
暑
を
も
顧
み
ず
（
に
行
き
）
、

道
路
に
倒
れ
、
一
年
経
っ
て
も
家
族
に
会
え
な
い
。
そ
の
苦
痛
は
全
く
言
語
に

絶
す
る
。
心
楽
し
く
居
れ
よ
う
か
〔
抛
父
母
、
棄
妻
子
、
被
風
霜
、
冒
寒
暑
、

顚
頓
道
路
、
經
年
不
得
一
顧
其
家
。
其
爲
疾
苦
殆
有
不
忍
言
者
。
豈
其
心
之
樂

居
於
此
哉
〕
。
」
（
『
全
書
』
巻
之
十
七
「
告
諭
軍
民 

十
二
月
十
五
日
」
）
と
伝
え
る
。

　

こ
う
し
た
無
辜
の
民
衆
へ
の
殺
人
、
放
火
、
略
奪
、
強
姦
な
ど
の
暴
力
、
或

い
は
一
家
離
散
と
い
っ
た
「
困
苦
荼
毒
」
が
も
た
ら
す
悲
劇
は
、
王
守
仁
の
強

烈
な
情
動
を
呼
び
起
こ
し
た
。
「
有
不
忍
言
者
」
「
豈
其
心
之
樂
居
於
此
哉
」
と

い
う
表
現
が
そ
れ
を
物
語
る
。
彼
が
江
西
な
ど
の
戦
場
で
見
た
光
景
は
、
こ
の

よ
う
に
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
②
の
「
相
陵
相
賊
、
自
其
一
家
骨
肉
之
親
、
已
不
能
無
爾
我
勝
負
之

意
、
彼
此
藩
籬
之
形
。
」
と
い
っ
た
、
「
人
各
有
心
」
の
人
心
分
裂
の
状
況
に
つ

い
て
は
、
翌
正
徳
十
二
年
に
戦
地
の
贛
州
で
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
諭
示
を

分
析
し
て
み
よ
う
。

④
今
人
不
忍
一
言
之
忿
、
或
爭
銖
兩
之
利
、
遂
相
構
訟
。
夫
我
欲
求
勝
於

彼
、
則
彼
亦
欲
求
勝
於
我
、
讎
讎
相
報
、
遂
至
破
家
蕩
産
、
禍
貽
子
孫
。

（
『
全
書
』
巻
之
二
十
四
「
諭
俗
四
條
」
）

　

今
の
人
は
（
相
手
か
ら
言
わ
れ
た
）
一
言
へ
の
怒
り
を
我
慢
で
き
ず
、

時
に
些
細
な
利
益
を
争
っ
て
、
互
い
に
訴
訟
を
起
こ
し
合
う
。
自
分
が

相
手
に
勝
と
う
と
す
れ
ば
、
相
手
も
自
分
に
勝
と
う
と
し
、
互
い
に
報

復
し
合
い
、
そ
の
ま
ま
家
族
は
崩
壊
し
財
産
を
使
い
果
た
し
、
禍
根
を

子
孫
に
残
す
よ
う
に
な
る
。
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三
、
「
格
心
」
し
た
賊
た
ち

　
　
　

―
万
人
普
遍
の
共
感
す
る
心
の
発
見
と

万
物
一
体
の
仁
の
原
点

―

　

王
守
仁
の
江
西
で
の
活
動
を
知
る
上
で
、
討
伐
戦
が
始
ま
る
正
徳
十
二
年
以

降
は
注
目
す
べ
き
時
期
で
あ
る
が
、
す
で
に
そ
の
初
期
に
起
っ
た
出
来
事
の
な

か
に
興
味
深
い
内
容
を
も
つ
資
料
が
あ
る
。

　

「
年
譜
（
一
）
正
徳
十
有
二
年
正
月
」
の
条
冒
頭
に
は
、
任
地
の
贛
州
に
向

か
う
途
上
の
王
守
仁
が
遭
遇
し
た
あ
る
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑤
先
生
過
萬
安
、
遇
流
賊
數
百
沿
途
肆
劫
。
商
舟
不
敢
進
。
先
生
乃
聯
商

舟
結
爲
陣
勢
、
掲
旗
鳴
鼓
、
如
趨
戦
狀
。
乃
羅
拜
于
岸
、
呼
曰
、
饑
荒

流
民
、
乞
求
賑
濟
。
先
生
泊
岸
令
人
諭
之
曰
、
至
贛
後
、
卽
差
官
撫
挿
、

各
安
生
理
、
毋
作
非
爲
、
自
取
戮
滅
。
賊
懼
散
歸
。

　

先
生
が
（
江
西
省
の
）
万
安
を
よ
ぎ
る
と
き
、
沿
道
で
勝
手
放
題
に
略

奪
し
て
い
る
数
百
の
流
賊
に
遭
遇
し
た
。
商
人
の
船
は
前
に
進
も
う
と

し
な
か
っ
た
。
先
生
は
そ
こ
で
商
人
の
船
を
連
結
し
て
陣
立
て
し
、
旗

を
掲
げ
て
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
て
、
さ
な
が
ら
臨
戦
態
勢
で
あ
っ
た
。

（
流
賊
達
は
）
そ
こ
で
岸
辺
に
つ
ら
な
っ
て
拜
し
て
、
「
飢
餓
の
流
民
は

救
い
を
求
め
て
お
り
ま
す
」
と
叫
ん
だ
。
先
生
は
岸
に
（
船
を
）
停
泊

し
て
人
を
や
っ
て
、
「
（
私
が
）
贛
に
着
い
た
ら
す
ぐ
役
人
を
派
遣
し
て

救
済
す
る
。
皆
生
業
に
安
ん
じ
て
過
ち
を
犯
し
て
（
明
の
太
祖
「
六
諭
」
）

自
滅
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
諭
し
た
。
流
賊
は
畏
怖
し
て
散
じ
て
帰
っ

た
。

　

こ
こ
で
は
、
人
々
が
自
己
の
感
情
を
律
し
き
れ
ず
、
あ
る
い
は
些
細
な
「
利
」

を
め
ぐ
っ
て
裁
判
沙
汰
に
ま
で
至
る
こ
と
が
言
わ
れ
、
そ
の
原
因
が
他
人
に
勝

と
う
と
す
る
心
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
最
終
的
に
は
子
孫
に
ま
で
至
る

禍
根
を
残
す
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
実
際
、
民
衆
の
側
に

も
問
題
は
あ
っ
た
。
本
条
に
「
遂
相
構
訟
」
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
勝
負
」

す
る
私
心
は
「
健
訟
」
（
訴
訟
が
盛
ん
、
典
拠
は
『
易
』
訟
卦
彖
伝
）
と
い
う
風
潮

と
し
て
現
わ
れ
、
特
に
江
西
で
盛
ん
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
８
）

。
こ
れ
こ
そ
が
、

社
会
の
根
底
に
あ
っ
て
人
々
の
間
に
瀰
漫
し
て
い
た
「
自
私
自
利
之
實
」
「
相

陵
相
賊
」（
引
用
②
）
と
い
う
、「
人
各
有
心
」
の
風
潮
で
あ
っ
た
。
「
告
諭
」（
『
全
書
』

巻
之
十
六
）
に
も
「
習
俗
の
悪
さ
は
、
乱
の
起
こ
る
原
因
で
あ
る
。
今
民
衆
の

困
苦
は
す
で
に
酷
い
も
の
で
あ
る
の
に
、
さ
ら
に
、
競
っ
て
奢
侈
に
耽
っ
て
い

る
、
ど
う
し
て
自
ら
困
苦
を
積
み
重
ね
ず
に
お
れ
よ
う
か
〔
風
俗
不
美
、
亂
所

由
興
。
今
民
窮
苦
已
甚
、
而
又
競
爲
淫
侈
、
豈
不
重
自
困
乏
〕
。
」
と
指
摘
す
る

と
お
り
、
民
衆
内
部
の
精
神
的
頽
廃
は
結
局
、
「
窮
苦
」
を
自
ら
招
く
結
果
に

な
る
。
こ
れ
も
「
生
民
之
困
苦
荼
毒
」
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
、
①
の
「
生
民
之
困
苦
荼
毒
」
や
②
が
描
く
「
一
家
骨
肉
之
親
」

に
ま
で
至
る
「
相
陵
相
賊
」
の
風
は
、
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
民
衆
の
惨
状
に

根
差
し
た
、
観
念
論
で
は
な
い
、
王
守
仁
自
身
の
痛
切
な
実
体
験
に
基
づ
く
発

言
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
報
告
の
底
に
は
、
戦
禍
を
被
っ
た
人
々
の
「
窮
苦
」
へ
の

強
い
共
感
と
、
「
人
各
有
心
」
の
人
心
の
分
裂
状
態
を
克
服
し
て
「
一
体
」
を

実
現
せ
ん
と
す
る
王
守
仁
の
思
い
が
あ
ろ
う
。
で
は
そ
う
し
た
万
物
一
体
へ
の

思
い
は
具
体
的
に
ど
こ
か
ら
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
こ
の
点
を

明
ら
か
に
し
た
い
。

王守仁「万物一体の仁」思想の原点―その戦場経験と心の「同」―
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王
守
仁
は
「
數
百
」
に
及
ぶ
流
賊
に
対
し
、
「
陣
勢
」
を
成
し
「
掲
旗
鳴
鼓
」

を
し
て
決
意
の
固
さ
を
示
し
た
。
そ
れ
が
流
賊
の
心
を
動
か
し
た
の
か
、
彼
ら

は
民
衆
の
救
済
を
訴
え
た
。
王
守
仁
も
流
賊
を
断
罪
せ
ず
彼
ら
に
生
活
の
保
障

と
教
諭
を
与
え
た
。こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
彼
が
流
賊
に
示
し
た
配
慮
で
あ
る
。

そ
れ
を
受
け
て
流
賊
は
王
守
仁
を
信
じ
た
の
で
あ
ろ
う
、
「
懼
れ
て
散
歸
」
し

た
の
で
あ
っ
た
。

　

本
条
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
ち
ら
の
心
や
対
応
次
第
で
、
如
何
な
る
悪
人
も

必
ず
や
心
を
動
か
し
、
悪
を
止
め
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り

も
人
の
在
り
方
の
根
本
に
か
か
わ
る
重
大
事
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
起
こ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
「
年
譜
」
に
記
録
さ
れ
た
の
は
そ
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
し
、
無

論
王
守
仁
そ
の
人
の
心
に
も
深
く
刻
ま
れ
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
の
出
来
事
が
あ
っ
て
か
ら
程
な
く
、
王
守
仁
は
選
抜
さ
れ
た
兵
士
達
の
訓

練
及
び
為
す
べ
き
戦
闘
準
備
に
つ
い
て
提
言
し
た
公
移
に
お
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

⑥
盗
賊
漸
知
所
畏
而
格
心
、
平
良
益
有
所
恃
而
無
恐
、
然
後
聲
罪
之
義
克

振
、
撫
綏
之
仁
可
施
。
弭
盗
之
方
、
斯
惟
其
要
。
（
『
全
書
』
巻
之
十
六
、「
選

揀
民
兵
」
）

　

盗
賊
は
徐
々
に
（
官
軍
を
）
畏
れ
る
べ
き
も
の
と
知
る
よ
う
に
な
っ
て

心
を
正
し
く
し
、
民
衆
は
ま
す
ま
す
自
信
を
も
っ
て
（
盗
賊
を
）
恐
れ

な
く
な
る
、こ
れ
に
よ
っ
て
罪
を
糾
弾
す
る
大
義
も
よ
く
通
り
、（
賊
を
）

鎮
め
る
た
め
の
仁
慈
も
施
す
こ
と
が
で
き
る
。
盗
賊
を
滅
ぼ
す
方
法
は
、

こ
れ
こ
そ
が
そ
の
要
点
で
あ
る
。

　

王
守
仁
は
、
選
抜
さ
れ
十
分
に
訓
練
さ
れ
た
民
兵
た
ち
が
「
盗
賊
」
相
手
に

戦
う
こ
と
で
、
賊
た
ち
も
軍
を
畏
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
「
格

心
」
、
心
を
入
れ
替
え
て
正
し
く
な
る
の
だ
と
い
う
。
確
か
に
そ
れ
は
軍
事
的

懲
罰
を
介
し
て
の
「
格
心
」で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
王
守
仁
が
賊
の
「
心
」

の
領
域
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
討
伐
を
構
想
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
「
心
を
格
し
」
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
―
―
「
弭
盗
之
方
、
斯
惟
其
要
」

と
い
う
言
葉
は
、
何
か
重
要
な
も
の
を
掴
ん
だ
と
い
う
確
か
な
手
ご
た
え
を
伝

え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
、
悪
人
を
善
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
公
移
に
見
ら
れ
る
「
心
」
へ
の
注
目
は
や
は
り
、
⑤

の
、
盗
賊
が
悪
事
を
止
め
た
と
い
う
「
格
心
」
の
出
来
事
か
ら
得
た
確
信
が
活

か
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
江
西
な
ど
の
過
酷
な

戦
場
に
あ
る
彼
に
と
っ
て
一
つ
の
希
望
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
種
の
哲
学
的
発

見
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
盗
賊
の
「
格
心
」
を
記
し
た
⑥
か
ら
八
か
月
後
の
正
徳
十
二
年
九

月
に
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

（
９
）

、「
告
諭
浰
頭
巣
賊
」（
『
全
書
』
巻
之
十
六
）
に
お
い
て
、

そ
の
確
信
が
一
つ
の
形
を
と
っ
て
初
め
て
公
表
さ
れ
た
。

⑦
夫
人
情
之
所
共
恥
者
、
莫
過
於
身
被
爲
盗
賊
之
名
。
人
心
之
所
共
憤
者
、

莫
甚
於
身
遭
劫
掠
之
苦
。
今
使
有
人
罵
爾
等
爲
盗
、
爾
必
怫
然
而
怒
。

爾
等
豈
可
心
惡
其
名
而
身
蹈
其
實
。
又
使
有
人
焚
爾
室
廬
、
劫
爾
財
貨
、

掠
爾
妻
女
、
爾
必
懷
恨
切
骨
、
寧
死
必
報
。
爾
等
以
是
加
人
、
人
其
有

不
怨
者
乎
。
人
同
此
心
、
爾
寧
獨
不
知
。

　

人
情
に
お
い
て
誰
も
が
恥
と
す
る
も
の
の
中
で
、
盗
賊
呼
ば
わ
り
さ
れ

る
こ
と
以
上
の
も
の
は
な
い
。
人
心
に
お
い
て
誰
も
が
憤
り
と
す
る
も

の
の
中
で
、
略
奪
に
遭
う
苦
し
み
以
上
の
も
の
は
な
い
。
今
も
し
諸
君
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け
が
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
〔
爾
寧
獨
不
知
〕
」
と
い
う
。
人
の
心
共
通
の
、

他
人
を
思
い
や
り
、
苦
痛
を
共
に
し
、
悪
を
恥
じ
る
心
が
あ
る
こ
と
を
賊
も
理

解
す
る
な
ら
ば
、
自
分
が
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
は
、
本
来
、
他
人
に
対
し
て
も

で
き
な
い
は
ず
だ
、
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
に
あ
る
通
り
、
他
者
も

ま
た
、
自
分
と
同
様
に
他
者
の
苦
痛
に
共
感
す
る
心
を
持
つ
と
知
れ
ば
、
人
へ

の
敵
意
は
な
く
な
り
、
相
互
に
思
い
や
り
を
も
っ
て
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
爾
寧
獨
不
知
」
の
意
義
を
理
解
す
る
上
で
、
王
守

仁
の
次
の
発
言
は
興
味
深
い
。

⑧
易
則
易
知
。
只
是
此
天
理
之
心
、
則
儞
也
是
此
心
。
儞
便
知
得
人
人
是

此
心
、
人
人
便
知
得
。
如
何
不
知
易
。
若
是
私
欲
之
心
、
則
一
箇
人
是

一
箇
心
。
人
如
何
知
得
。
」
（
『
王
陽
明
全
集
（
新
編
本
）
』
第
五
冊
（
浙

江
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
五
五
一
頁
）

　

先
生
は
言
わ
れ
た
。
「
易
な
れ
ば
則
ち
知
り
易
し
」
（
『
易
』
繫
辞
下
）

と
い
う
。
（
そ
れ
は
）
こ
の
天
理
と
し
て
の
心
（
の
こ
と
に
）
他
な
ら
ず
、

君
も
ま
た
こ
の
（
天
理
と
し
て
の
）
心
（
を
持
っ
て
い
る
）
に
他
な
ら

な
い
。
君
が
人
は
皆
こ
の
心
だ
と
「
知
」
っ
た
な
ら
、
万
人
も
（
君
が

こ
の
心
だ
と
）
「
知
」
る
の
だ
。
「
知
り
易
」
く
な
い
こ
と
な
ど
あ
ろ
う

か
。
私
欲
あ
る
心
と
は
、
一
人
一
人
が
ば
ら
ば
ら
の
心
な
の
だ
。
他
人

は
ど
う
し
て
「
知
」
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　

こ
の
発
言
の
理
解
の
鍵
と
思
わ
れ
る
の
は
、
王
守
仁
の
「
知
」
字
解
釈
で
あ

ろ
う
。
こ
の
「
知
」
は
、
「
単
に
頭
脳
的
に
対
象
認
識
的
に
知
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
自
己
の
領
分
に
属
す
る
こ
と
、
自
己
の
担
当
す
べ
き
こ
と
、
と
し
て

主
体
的
に
「
知
る

）
（（
（

」
」
こ
と
で
あ
る
。
本
条
の
「
知
」
も
同
様
に
、
他
人
の
心

を
盗
人
と
罵
る
者
が
い
た
な
ら
、
お
前
は
き
っ
と
む
っ
と
し
て
怒
る
に

違
い
な
い
。
諸
君
は
ど
う
し
て
心
に
そ
の
盗
賊
と
い
う
呼
び
名
を
嫌
っ

て
い
る
の
に
、
実
際
に
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

も
し
人
が
お
前
の
家
に
放
火
し
、
お
前
の
財
貨
を
略
奪
し
、
お
前
の
妻

や
娘
を
さ
ら
え
ば
、
お
前
は
き
っ
と
恨
み
骨
髄
に
徹
し
、
死
を
賭
し
て

も
必
ず
復
讐
す
る
だ
ろ
う
。
諸
君
が
こ
れ
ら
を
人
に
な
し
て
、
怨
ま
な

い
人
な
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
人
は
皆
こ
の
心
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
だ
、

お
前
だ
け
が
（
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
）
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。

　

王
守
仁
は
浰
頭
の
賊
た
ち
に
対
し
て
、
人
の
心
は
皆
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
告
諭
の
別
の
箇
所
で
、
盗
賊
達
が
「
爲
官
府
所
迫
」「
爲

大
戸
所
侵
」
と
い
う
「
已
む
を
得
ざ
る
」
事
情
に
よ
り
悪
の
道
に
堕
ち
た
こ
と

に
対
し
、
「
此
等
苦
情
、
亦
甚
可
憫
」
と
理
解
と
同
情
を
示
し
て
い
る

）
（1
（

。
善
人

と
な
る
か
悪
人
と
な
る
か
は
紙
一
重
で
あ
り
、
人
の
心
に
は
本
来
大
差
は
な
い
。

　

そ
れ
を
最
も
よ
く
表
現
し
た
の
が
、
本
条
の
「
人
同
此
心
」
と
い
う
言
葉
で

あ
ろ
う
。
人
は
皆
こ
の
心
を
同
じ
く
し
て
い
る

―
⑤
に
見
え
る
、
悪
事
を
な

す
賊
の
「
格
心
」
と
い
う
出
来
事
に
端
を
発
し
て
得
た
確
信
が
、
さ
ら
に
発
展

し
て
、
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
思
想
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
披
歴
さ
れ
た

の
が
こ
の
言
葉
、
こ
の
告
諭
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
如
何
な
る
悪
人
で

あ
っ
て
も
、
人
で
あ
る
以
上
、
そ
の
心
に
は
他
人
の
苦
し
み
を
我
が
こ
と
と
し

て
痛
苦
す
る
心
が
必
ず
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
だ
、
人
は
皆
、
他
人
の
苦
痛
に
共

感
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
格
心
」
し
て
本
来
の
善
な
る
心
を
発
揮
で
き
る
は
ず

だ
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
文
中
の
「
所
共
恥
者
」「
所
共
憤
者
」
の
「
共
」
字
は
、

こ
の
思
い
が
万
人
普
遍
に
あ
る
と
の
主
張
を
表
現
し
て
い
よ
う
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
⑦
で
は
人
が
同
じ
心
で
あ
る
こ
と
を
「
お
前
だ

王守仁「万物一体の仁」思想の原点―その戦場経験と心の「同」―
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を
「
知
」
る
こ
と
と
は
、
他
人
に
開
か
れ
、
他
者
の
こ
と
も
「
自
己
の
領
分
」
の
、

我
が
こ
と
と
す
る
よ
う
に
切
実
に
と
ら
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
、
の
意
に
取

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
「
一
人
一
人
が
ば
ら
ば
ら
の
心
〔
一
箇
人
是
一

箇
心
〕
」
は
と
い
え
ば
、
他
者
の
思
い
を
我
が
こ
と
と
し
て
切
実
に
感
じ
な
い
、

②
に
あ
る
よ
う
な
、
親
族
を
も
「
仇
讎
」
視
す
る
「
人
各
有
心
」
に
陥
っ
た
自

己
中
心
的
で
他
者
に
閉
ざ
さ
れ
た
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、
本
来
は
「
人
同
此
心
」
で
あ
る
か
ら
、
同
一
の
心
と
い
う
共
通
点

に
よ
っ
て
他
者
に
心
が
開
か
れ
、
我
が
こ
と
の
よ
う
に
切
実
に
思
っ
て
接
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
心
の
同
一
性
を
基
に
し
て
人
は
人
を
「
知
」
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
、
賊
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
々
と
の
共
感
や
、
「
人
各
有

心
」
と
い
っ
た
他
者
に
対
し
心
を
閉
ざ
し
て
せ
め
ぎ
合
い
、
果
て
は
肉
親
同
士

で
「
相
陵
相
賊
」
（
引
用
②
）
す
る
に
至
る
人
心
の
相
剋
・
分
裂
を
克
服
す
る
こ

と
で
、
と
も
に
愛
し
合
う
「
一
體
」
の
関
係
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
王
守
仁
の

思
い
が
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

無
論
、
戦
争
と
い
う
綺
麗
事
の
通
じ
な
い
状
況
下
で
の
こ
の
よ
う
な
告
諭
に

は
、
賊
軍
の
投
降
を
迅
速
か
つ
効
果
的
に
行
う
た
め
と
い
う
目
的
も
な
か
っ
た

と
は
言
え
ま
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
な
ら
、
投
降
後
の
身
の
安
全
や
爾
後
の
生

活
の
保
障
、
官
（
軍
）
へ
の
協
力
な
ど
を
取
引
条
件
と
し
て
提
示
し
さ
え
す
れ

ば
済
む
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
告
諭
浰
頭
巣
賊
」
で
は
そ
れ
を
大
き

く
超
え
出
て
、
人
本
来
の
在
り
方
を
示
し
、
賊
の
「
心
」
に
働
き
か
け
ん
と
し

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
公
移
に
は
打
算
な
き
純
粋
な
彼
の
思
い
が
記
さ
れ

て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
告
諭
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
結
ば
れ
る
。

⑨
嗚
呼
、
民
吾
同
胞
、
爾
等
皆
吾
赤
子
、
吾
終
不
能
撫
恤
爾
等
而
至
於
殺

爾
、
痛
哉
痛
哉
。

　

あ
あ
、
「
民
は
吾
が
同
胞
」
（
張
載
『
正
蒙
』
乾
稱
・
「
西
銘
」
）
だ
、
諸
君

は
皆
な
私
の
赤
子
、
私
が
結
局
、
諸
君
を
い
た
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
に

殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ま
っ
た
く
痛
ま
し
い
限
り
だ
。

　

北
宋
・
張
載
の
、
有
名
な
「
民
吾
同
胞
」
の
語
を
引
い
て
、
親
が
我
が
赤
子

を
思
う
ご
と
き
、
賊
達
へ
の
切
実
な
仁
愛
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
「
民
」

と
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
対
話
相
手
の
賊
だ
け
で
な
く
、
潜
在
的
に
は
す
べ
て
の

人
、
と
り
わ
け
「
困
苦
荼
毒
」
の
民
衆
に
も
向
け
ら
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
の
「
民
吾
同
胞
」
と
い
う
語
に
は
、
自
己
と
万
人
と
の
一
体
・
共

感
関
係
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
人
々
の
痛
苦
を
我
が
こ

と
と
し
て
共
感
し
、
「
赤
子
」
に
対
す
る
よ
う
に
慈
し
み
を
も
っ
て
接
す
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
⑦
の
「
人
同
此
心
、
爾
寧
獨
不
知
」
と
一
つ
繋

が
り
で
あ
る
。
同
じ
心
を
持
つ
も
の
同
士
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
同
胞
」
と
呼

び
か
け
、
相
互
に
共
感
し
、
仁
愛
を
及
ぼ
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
こ
の
「
告
諭
浰
頭
巣
賊
」
に
は
、
①
に
見
た
、
人
と
人
と
の
良
知
の
「
同
」

に
よ
っ
て
「
困
苦
荼
毒
」
の
民
の
痛
苦
の
念
を
共
有
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
強
い

「
一
體
」
（
「
同
胞
」
）
の
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
、
と
い
う
万
物
一
体
の
仁
の
要

素
が
出
揃
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
、
こ
の
告
諭

に
こ
そ
王
守
仁
の
「
万
物
一
体
の
仁
」
思
想
の
原
点
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。

　

す
で
に
「
序
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
彼
が
「
万
物
一
体
の
仁
」
に
言
及
す

る
の
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
致
良
知
説
提
唱
の
後
、
つ
ま
り
正
徳
十
六
年
以
降
で

あ
り
、
そ
れ
以
前
に
遡
っ
て
右
と
類
似
す
る
内
容
を
も
つ
発
言
を
探
し
て
も
、

こ
の
「
告
諭
浰
頭
巣
賊
」
よ
り
以
前
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
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四
、
万
物
一
体
の
仁
と
「
心
體
之
同
然
」

　
　
　

―
理
想
国
家
・
社
会
と
「
人
同
此
心
」
の
思
想

―

　

戦
場
で
の
経
験
に
生
ま
れ
た
王
守
仁
の
万
物
一
体
の
仁
思
想
は
、
そ
の
後
ど

の
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
万
物
一
体
の
仁
は
、
国
家
・
社

会
論
と
し
て
結
実
す
る
と
さ
れ
る

）
（1
（

。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
万
物
一
体
の

仁
思
想
誕
生
の
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
当
然
の
結
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
代
表

的
著
述
と
思
わ
れ
る
、
王
守
仁
晩
年
、
五
四
歳
時
の
執
筆
で
あ
る
、
『
伝
習
録
』

中
「
答
顧
東
橋
書
（
十
二
）
」
、
い
わ
ゆ
る
「
抜
本
塞
源
」
論
を
取
り
上
げ
る
。

⑩
夫
聖
人
之
心
、
以
天
地
萬
物
爲
一
體
。
…
…
聖
人
有
憂
之
、
是
以
推
其

天
地
萬
物
一
體
之
仁
以
敎
天
下
、
使
之
皆
有
以
克
其
私
去
其
蔽
、
以
復

其
心
體
之
同
然
。
…
…
唐
虞
三
代
之
世
、
敎
者
惟
以
此
爲
敎
、
而
學
者

惟
以
此
爲
學
。
…
…
下
至
閭
井
田
野
農
工
商
賈
之
賤
、
莫
不
皆
有
是
學
、

而
惟
以
成
其
德
行
爲
務
。
…
…
當
是
之
時
、
天
下
之
人
熈
熈
皥
皥
、
皆

相
視
如
一
家
之
親
。
其
才
質
之
下
者
、
則
安
其
農
工
商
賈
之
分
、
各
勤

其
業
以
相
生
相
養
、
而
無
有
乎
希
高
慕
外
之
心
。
其
才
能
之
異
若
皐
夔

稷
契
者
、
則
出
而
各
效
其
能
、
若
一
家
之
務
。
…
…
蓋
其
心
學
純
明
、

而
有
以
全
其
萬
物
一
體
之
仁
、
故
其
精
神
流
貫
、
志
氣
通
達
、
而
無
有

乎
人
己
之
分
、
物
我
之
間
。
…
…
蓋
元
氣
充
周
、
血
脈
條
暢
、
是
以
痒

痾
呼
吸
、
感
觸
神
應
、
有
不
言
而
喩
之
妙
。
此
聖
人
之
學
所
以
至
易
至

簡
、
易
知
易
從
、
學
易
能
而
才
易
成
者
、
正
以
大
端
惟
在
復
心
體
之
同

然
、
而
知
識
技
能
非
所
與
論
也
。

　

聖
人
の
心
は
、
天
地
万
物
を
一
体
と
す
る
の
だ
。
…
…
聖
人
は
こ
れ[

人

と
か
ら
も
、
や
は
り
こ
こ
が
王
守
仁
「
万
物
一
体
の
仁
」
思
想
の
原
点
で
あ
る

と
分
か
る

）
（1
（

。

　

そ
し
て
こ
こ
で
芽
吹
い
た
思
想
は
、
数
年
を
費
や
し
て
後
世
周
知
の
「
万
物

一
体
の
仁
」
に
ま
で
深
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
（1
（

。
第
二
節
の
冒
頭
で

引
用
し
た
、「
吾
於
平
濠
之
後
、
致
知
格
物
之
學
愈
覺
明
徹
。
」
と
い
う
言
葉
も
、

戦
場
で
の
意
義
深
い
経
験
を
経
て
彼
の
「
致
知
格
物
之
學
」
が
一
層
「
明
徹
」

し
て
万
物
一
体
の
仁
へ
と
発
展
し
た
こ
と
の
、
自
身
に
よ
る
証
言
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
王
守
仁
に
お
い
て
江
西
や
広
東
な
ど
の
戦

場
で
の
経
験
は
極
め
て
重
要
な
転
機
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

彼
に
と
っ
て
、
そ
の
経
験
の
重
み
は
遡
る
こ
と
十
年
前
の
「
龍
場
の
大
悟
」

に
も
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
「
龍
場
の
大
悟
」
は
王
守
仁
心
学
思

想
の
根
本
が
成
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
定
的
な
意
義
を
持
つ
。

し
か
し
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
、
彼
は
一
個
人
の
心
の
在
り
方
に
主
な
関
心
を
寄

せ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
「
龍
場
の
大
悟
」
は
あ
く
ま
で
も

個
人
的
悟
り
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
四
六
歳
の
と
き
の
戦
場
経
験
に
原
点
を
持
つ
万
物
一
体
の
仁
思

想
は
、
自
己
以
外
の
す
べ
て
の
世
界
存
在
、
す
な
わ
ち
「
万
物
」
に
痛
切
に
共

感
し
、
広
く
天
下
の
人
々
に
仁
愛
を
施
す
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
彼
に
お
け
る
公
共
（
天
下
）
世
界
へ
の
積
極
的
関
心
の
始
ま
り
と
言
え
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
彼
が
軍
務
や
民
政
な
ど
を
通
じ
て
悲
惨
な
現
実
に
直
面
し

た
こ
と
の
意
義
は
や
は
り
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
に
、
個
人
的
悟
り
に
公
共
へ
の
関
心
（
万
物
一
体
の
仁
）
が
加

わ
る
こ
と
で
王
守
仁
思
想
は
概
ね
完
成
し
た
と
言
え
、
そ
の
意
味
で
、
後
世
の

い
わ
ゆ
る
「
陽
明
学
」
は
こ
の
時
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

王守仁「万物一体の仁」思想の原点―その戦場経験と心の「同」―
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心
の
「
人
各
有
心
」
の
状
況
―
志
村
注]

を
憂
え
、
そ
こ
で
天
地
万
物
を

一
体
と
す
る
仁
を
推
し
広
げ
て
天
下
に
教
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
誰
も
が

私
欲
を
克
服
し
、
そ
（
の
心
）
の
蔽
い
を
除
去
し
、
（
是
非
を
他
人
と
）

同
然
と
す
る
我
が
心
（
『
孟
子
』
告
子
上
）
を
回
復
す
る
よ
う
に
さ
せ
た
。

…
…
堯
舜
や
夏
殷
周
三
代
の
世
で
は
、
教
え
る
者
は
た
だ
こ
れ[

親
・
義
・

別
・
序
・
信
の
五
倫
や
「
惟
精
惟
一
、
允
執
厥
中
」
の
説
―
志
村
注]

の
み
を

教
え
と
し
、
学
ぶ
者
は
た
だ
こ
れ
の
み
を
学
と
し
た
。
下
は
街
場
や
田

舎
の
農
民
・
職
人
・
商
人
と
い
っ
た
身
分
の
低
い
者
ま
で
、
皆
こ
の
学

の
な
い
も
の
は
な
く
、
た
だ
徳
行
を
実
現
す
る
こ
と
の
み
を
務
め
と
し

た
。
…
…
そ
の
当
時
、
天
下
の
人
は
和
ら
ぎ
楽
し
み
、
ゆ
っ
た
り
と
し

て
満
ち
足
り
（
『
孟
子
』
尽
心
下
）
、
皆
お
互
い
を
家
族
の
よ
う
な
親
し

さ
で
見
て
い
た
。
才
能
の
乏
し
い
者
は
、
農
業
・
職
工
・
商
人
の
分
に

安
ん
じ
て
各
人
そ
の
仕
事
に
い
そ
し
み
、
互
い
に
生
か
し
養
い
合
い
、

高
み
を
望
ん
だ
り
別
の
仕
事
に
憧
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
才
能
の

突
出
し
て
優
れ
た
（
舜
の
臣
で
あ
る
）
皐
や
夔
、
稷
や
契
ら
は
、
世
に

出
て
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
、
一
家
（
の
者
）
が
各
々
自
ら
の
務

め
を
な
す
よ
う
で
あ
っ
た
。
…
…
（
こ
の
よ
う
な
人
々
は
）
そ
の
心
学

が
純
粋
澄
明
で
あ
り
、
万
物
一
体
の
仁
を
全
う
し
て
い
る
の
で
、
（
そ

の
）「
精

エ
ネ
ル
ギ
ー

神
」
は
（
人
間
関
係
に
）
貫
き
流
れ
、「
志
気
」
は
ゆ
き
わ
た
り
、

他
人
と
己
と
は
無
関
係
（
と
の
意
識
）
や
、
事
物
と
自
己
と
の
隔
た
り

（
の
意
識
）
も
な
く
な
る
。
…
…
（
身
体
に
）
「
元
気
」
が
め
ぐ
り
、
血

脈
が
の
び
や
か
に
な
る
の
で
、
痒
み
や
呼
吸
も
感
じ
触
発
さ
れ
れ
ば
神

速
に
反
応
し
、（
そ
こ
に
は
）
言
葉
無
し
に
分
か
る
妙
（
『
孟
子
』
尽
心
上
）

が
あ
る
。
こ
の
聖
人
の
学
が
、
至
っ
て
簡
易
で
、「
知
り
易
く
従
い
易
く
」

（
『
易
』
繫
辞
下
）
、
学
ん
で
実
行
し
や
す
く
、
才
能
が
成
就
し
や
す
い

理
由
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
根
本
を
（
是
非
を
他
人
と
）
同
然
と
す
る
我

が
心
の
回
復
に
据
え
て
、
知
識
や
技
能
は
論
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
本
条
の
特
色
で
あ
る
国
家
・
社
会
に
つ
い
て
論
じ
た
部
分
か
ら
見
て

み
よ
う
。
こ
こ
で
は
聖
人
が
万
物
一
体
の
仁
を
人
々
に
教
え
た
と
あ
り
、
あ
た

か
も
聖
人
が
人
々
の
上
に
あ
っ
て
指
導
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
「
使
之･

･
･

」
と
い
う
使
役
の
語
法
が
見
え
る
が
、

こ
こ
で
い
う
な
ら
ば
、
聖
人
だ
け
が
万
物
一
体
の
仁
を
施
す
の
で
は
な
く
、
常

人
に
も
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
あ
と
に
も
「
而
有
以
全
其
萬
物
一
體
之
仁
」

と
あ
る
が
、
文
脈
上
、
そ
れ
を
行
う
の
は
他
な
ら
ぬ
、
「
農
工
商
賈
之
賤
」
に

至
る
ま
で
の
す
べ
て
の
人
で
あ
る
。
啓
蒙
の
契
機
を
も
た
ら
す
の
は
聖
人
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
あ
と
抜
本
塞
源
の
社
会
を
担
う
の
は
、
他
な
ら
ぬ
常
人
（
万

民
）
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
王
守
仁
に
お
い
て
は
、
聖
人
で
あ
っ
て
も
常
人
に
対

す
る
指
導
は
ご
く
限
定
的
で
あ
る

）
（1
（

。

　

そ
れ
は
具
体
的
に
は
民
衆
間
で
の
分
業
に
よ
る
相
互
補
完
の
社
会
制
度
と
し

て
現
れ
る
。
異
な
る
職
業
や
才
能
の
間
で
相
互
に
役
割
を
分
担
し
、
相
互
補
完

し
て
社
会
を
形
成
す
る
構
想
で
あ
る
。
選
良
た
る
「
士
」
を
含
み
つ
つ
も
、
基

本
的
に
は
民
衆
と
の
相
互
協
力
に
よ
り
、
社
会
内
で
自
己
完
結
す
る
も
の
と
言

え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
外
部
、
特
に
上
に
立
つ
朝
廷
な
い
し
聖
人
の
指
導
に
は

依
存
す
る
こ
と
は
な
い

）
（1
（

。
特
定
の
何
者
か
に
依
存
し
な
い
、
社
会
の
民
衆
個
々

人
の
自
覚
に
よ
る
万
物
一
体
の
仁
の
発
揮
が
抜
本
塞
源
論
の
特
色
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
別
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
法
律
や
制
度
、
礼
楽
や
知
識
な

ど
を
重
視
し
な
い
体
制
と
も
言
え
る
。
「
此
聖
人
之
學
所
以
至
易
至
簡
、
易
知

易
從
、
學
易
能
而
才
易
成
者
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
簡
易
」
と
は
、
単
刀
直
入
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に
至
る
ま
で
、
同
じ
心
を
共
有
す
る
も
の
と
し
て
の
平
等
な
理
想
社
会
が
実
現

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

何
よ
り
、
⑦
に
も
見
た
よ
う
に
、「
人
同
此
心
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
人
は
「
知
」

り
、
通
じ
合
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
回
復
す
れ
ば
、
そ
こ
に
「
一
體
」
の
状
態
が

生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
抜
本
塞
源
」
の
社
会
で
は
、
人
は
異
な
っ
た
職
業
・

地
位
に
あ
っ
て
も
心
は
「
同
然
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
も
っ
て
相
互
に
万
物

一
体
の
仁
を
施
し
合
い
、
「
精
神
流
貫
、
志
氣
通
達
、
而
無
有
人
己
之
分
、
物

我
之
間
」
と
な
っ
て
、
最
終
的
に
は
「
熈
熈
皡
皡
、
皆
相
視
如
一
家
之
親
」
を

実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
相
互
補
完
の
国
家
・
社
会
論
の
根
源
が
あ
る

と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
相
互
性
の
究
極
的
な
意
味
を
探
求
す
る
な
ら
、
自
己
が
自
己

で
あ
る
た
め
に
は
、
他
者
と
共
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
に
至
る
。

こ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
「
感
觸
神
應
」
、
す
な
わ
ち
「
感
応
」
で
あ
る
が
、
そ

の
本
質
は
、
自
他
の
関
係
に
お
け
る
一
方
的
で
は
な
い
相
互
の
働
き
か
け
に
あ

り
、
他
者
に
開
か
れ
た
「
公
」
的
世
界
を
形
成
す
る
。
そ
こ
に
は
自
己
中
心
的
、

一
方
的
な
独
善
主
義
は
な
い

）
（1
（

。
⑧
に
も
「
儞
便
知
得
人
人
是
此
心
、
人
人
便
知

得
」
と
あ
っ
た
が
、
人
を
「
知
」
る
「
此
心
」
は
、
公
正
無
比
な
「
天
理
之
心
」（
引

用
⑧
）
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
「
感
応
」
や
「
心
體
之
同
然
」
に
示
さ
れ
た
、

心
の
「
同
」
に
基
づ
く
人
と
人
と
の
開
か
れ
た
相
互
性
こ
そ
、
王
守
仁
万
物
一

体
の
仁
思
想
の
本
質
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
、
か
つ
て

の
戦
場
で
盗
賊
た
ち
の
心
を
「
知
」
る
経
験
を
通
じ
て
得
た
「
人
同
此
心
、
爾

寧
獨
不
知
」
の
心
を
根
本
と
し
、
そ
こ
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
相
互
性
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
た
め
に
、
万
物
一
体
の
仁

の
首
唱
者
、
北
宋
・
程
顥
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
独
自
性
が
よ
り
明
快

に
な
る
。
程
顥
は
仁
に
つ
い
て
、
「
物
」
と
の
「
同
體
」
を
説
き
（
本
稿
「
序
」

に
心
・
良
知
の
発
揮
を
求
め
て
、
そ
れ
以
外
の
「
知
識
技
能
」
な
ど
の
事
物
は

二
義
的
に
扱
う
と
の
意
味
で
あ
る
か
ら

）
（1
（

、
心
・
良
知
を
「
學
」
と
尊
ぶ
以
上
、

統
治
制
度
や
「
知
識
技
能
」
な
ど
は
そ
の
手
段
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
に
、
「
心
」
を
優
先
し
て
知
識
や
統
治
制
度
な
ど
を
末
事
と
す
る
な
ら
、
結

果
的
に
人
に
と
っ
て
国
家
や
制
度
の
存
在
感
は
希
薄
に
な
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
、

王
守
仁
が
万
物
一
体
の
仁
を
論
じ
て
「
あ
あ
、
聖
人
の
天
下
統
治
は
何
と
簡
便

に
し
て
平
易
な
の
か
〔
嗚
呼
、
聖
人
之
治
天
下
、
何
其
簡
且
易
哉
〕
。
」
（
『
伝
習
録
』

中
「
答
聶
文
蔚
（
一
）
」
）
と
嘆
声
を
発
し
た
の
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
「
良
知
良
能
は
常
人
も
聖
人
も

同
じ
〔
良
知
良
能
、
愚
夫
愚
婦
與
聖
人
同
〕
。
」（
『
伝
習
録
』
中
「
答
顧
東
橋
（
十
）
」
）

と
い
う
民
衆
の
存
在
意
義
を
高
め
る
社
会
観
に
行
き
着
く
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
万
物
一
体
の
仁
に
基
づ
く
理
想
国
家
・
社
会
論
の
根
本
は
詰
ま

る
と
こ
ろ
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
、
引
用
中
二
度
に
わ
た
っ
て
言
及
さ
れ

る
「
復
其
心
體
之
同
然
」
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
「
心
體
」
は
、
自
己
の
そ
れ
で
あ
り
、
「
同
然
」
と
は
、
心
の
在
り
方

が
自
他
同
じ
こ
と
を
示
す
。
事
の
是
非
を
万
人
同
様
に
そ
う
だ
と
認
め
る
心
、

つ
ま
り
万
人
と
倫
理
を
共
有
し
、
万
人
と
共
感
し
、
「
知
」
り
合
う
こ
と
の
で

き
る
心
で
あ
る
。
王
守
仁
に
お
い
て
、
そ
の
万
人
共
通
に
し
て
自
己
に
も
具
わ

る
本
来
の
心
に
「
復
」
帰
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
は
共

感
し
合
う
善
な
る
心
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
う
「
人
同
此
心
、
爾
寧
獨
不
知
」

（
引
用
⑦
）「
民
吾
同
胞
」
（
引
用
⑨
）
の
思
想
の
反
映
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

同
じ
ど
う
し
で
あ
る
こ
と
は
対
等
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
し
よ
う
。
同
じ
心

を
持
つ
者
ど
う
し
の
交
流
は
、
一
方
的
な
も
の
で
は
な
く
、
対
等
で
相
互
的
な

も
の
と
な
る
。
「
相
生
相
養
」
の
「
相
」
字
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
当
然
、

そ
こ
に
は
上
下
の
懸
絶
は
な
く
、
そ
こ
で
「
農
工
商
賈
之
賤
」
「
愚
夫
愚
婦
」

王守仁「万物一体の仁」思想の原点―その戦場経験と心の「同」―
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参
照
）
、
「
自
分
の
在
り
方
を
他
者
に
及
ぼ
す
の
が
、
仁
だ
。
自
分
が
働
き
か
け

て
他
者
に
及
ぼ
す
の
が
、
恕
だ
。
〔
以
己
及
物
、
仁
也
。
推
己
及
物
、
恕
也
〕
。
」

（
『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
十
一
・
七
八
条
）
と
し
、
主
体
（
己
）
か
ら
他
者
（
物
）
へ

の
一
方
向
的
な
仁
を
示
す
が
、
相
互
性
は
明
確
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
王
守
仁
に
は
心
の
「
同
」
に
根
差
し
た
相
互
性
に
よ
る
万
物

一
体
の
仁
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
郷
約
」
と
し
て
実
際
の
民
政
に
お
い
て

実
現
さ
れ
た
。
戦
争
で
荒
廃
し
た
地
域
の
郷
村
再
建
の
た
め
、
有
力
者
に
よ
る

一
定
程
度
の
指
導
の
も
と
、
民
衆
に
よ
る
同
心
一
致
の
協
力
に
基
づ
い
た
自
治

を
目
指
し
た

）
（1
（

。
し
か
も
そ
こ
で
は
一
定
の
成
果
も
収
め
て
も
い
る

）
11
（

。
そ
れ
は
、

万
物
一
体
の
仁
思
想
の
原
点
と
な
っ
た
戦
地
へ
の
仁
愛
の
還
元
で
も
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
万
物
一
体
の
仁
思
想
に
基
づ
く
、
民
衆
の
自
律
重
視
の
王
守
仁

の
諸
政
策
は
、
結
果
的
に
『
伝
習
録
』
等
の
著
述
や
講
学
と
は
違
っ
た
形
で
、

民
衆
の
日
常
生
活
の
中
に
「
陽
明
学
」
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
王
守
仁
が
戦
場
で
の
痛
切
な
経
験
を
も
っ
て
深
め
た
万
物
一

体
の
仁
思
想
は
、
理
想
に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
実
際
に
多
く
の
人
々
を
救
済
し

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

五
、
結
語

　
　
　

―
万
物
一
体
の
仁
の
熱
源
と
し
て
の

「
疾
痛
迫
切
」
の
念

―

　

こ
れ
ま
で
王
守
仁
万
物
一
体
の
仁
思
想
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
基
本

的
に
は
彼
の
思
想
は
書
斎
で
構
築
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
生
々
し
い
現
場
で

の
経
験
の
産
物
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
思
想
に
彼
の
、
生
身
の
人

間
と
し
て
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
思
想
と
は
結
局
、
生
身
の
人
間
か
ら
創
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ

に
熱
源
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
王
守
仁
に
お
い
て
万
物
一
体
の
仁
と

い
う
思
想
を
生
み
、
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
熱
源
と
は
何
か
を
探
る
こ
と
を
も
っ

て
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
解
明
の
鍵
と
な
る
の
が
、
①
に
見
え
る
「
疾
痛
之
切

於
吾
身
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
「
困
苦
荼
毒
」
の
人
に
共
感
す
る
心
が
「
疾
痛
」

と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
「
切
」
実
で
あ
り
、
「
天
地
万
物
一
体
の
仁
は
痛
切
で

差
し
迫
っ
た
思
い
で
あ
り
、
止
め
よ
う
に
も
止
め
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
〔
蓋

其
天
地
萬
物
一
體
之
仁
疾
痛
迫
切
、
雖
欲
已
之
而
自
有
所
不
容
已
〕
」
（
『
伝
習
録
』

中
「
答
聶
文
蔚
（
一
）
」
）
と
い
う
、
「
迫
切
」
の
念
を
伴
う
も
の
に
な
る
。
こ
こ

ま
で
「
疾
痛
迫
切
」
し
て
何
か
を
激
し
く
追
求
す
る
と
き
に
は
、
も
は
や
他
事

は
視
界
に
入
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

王
守
仁
が
こ
の
よ
う
な
「
疾
痛
迫
切
」
な
思
い
に
駆
ら
れ
た
ゆ
え
ん
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
尋
常
で
な
い
何
か
を
実
地
に
痛
感
し
た
、
と
い
う
こ
と
以

外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
に
お
い
て
そ
れ
は
戦
場
経
験
を
お
い
て
他
に
な
い
の

で
は
な
い
か
。
何
よ
り
も
こ
の
経
験
か
ら
、
他
な
ら
ぬ
万
物
一
体
の
仁
思
想
が

生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

彼
は
戦
場
で
の
経
験
を
通
じ
て
、
万
人
の
心
が
ひ
と
し
く
善
で
あ
り
、
「
同
」

で
あ
る
こ
と
に
希
望
を
見
た
。
し
か
し
「
疾
痛
迫
切
」
と
い
う
強
い
表
現
か
ら

は
、
よ
り
根
本
的
な
何
か
が
そ
れ
を
後
押
し
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
こ
そ
、
人
々
の
悲
惨
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
「
疾
痛
」
と
い
う
語
は
、『
礼
記
』
問
喪
篇
の
、「
（
親
を
喪
っ

て
の
）
悲
し
み
悼
む
心
、
痛
ま
し
い
思
い
は
、
腎
臓
を
損
な
い
、
肝
臓
を
乾
か

し
、
肺
を
焦
が
す
。
飲
み
物
も
喉
を
通
ら
な
い
〔
惻
怛
之
心
、
疾
痛
之
意
、
傷
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矣
、
吾
安
得
而
非
喪
心
乎
。

　

（
他
者
の
苦
し
み
を
）
我
が
身
に
痛
苦
と
し
て
感
じ
て
い
る
の
で
、
人

の
非
難
や
嘲
笑
を
相
手
し
て
い
る
暇
は
な
い
。
…
…
あ
あ
、
今
の
人
が

私
を
狂
っ
て
心
を
喪
っ
た
者
だ
と
思
っ
て
も
、
間
違
い
で
は
な
い
。
天

下
の
人
々
の
心
は
、
皆
私
の
心
（
と
同
じ
）
だ
。
天
下
の
人
々
が
狂
っ

て
い
る
よ
う
な
ら
、
私
が
ど
う
し
て
狂
わ
ず
に
お
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

（
天
下
の
人
々
が
）
心
を
喪
っ
て
い
る
よ
う
な
ら
、
私
が
ど
う
し
て
心

を
喪
わ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
「
疾
痛
之
切
體
」
に
あ
る
自
分
は
、
「
假
計
人
之
非
笑
乎
」
と
い

い
、
そ
の
よ
う
な
自
分
は
「
病
狂
喪
心
者
（
之
人
）
」
で
あ
る
と
ま
で
い
う
。

そ
れ
は
、
世
の
非
難
や
嘲
笑
に
対
し
取
り
繕
う
こ
と
な
く
純
粋
に
良
知
を
致
す

心
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
「
病
狂
」
は
、
王
守
仁
に
お
い
て
は
「
狂
者
」
（
『
論

語
』
子
路
篇
・
『
孟
子
』
尽
心
下
篇
）
と
重
な
る
。
彼
は
、
良
知
を
信
じ
て
「
隠
し

た
り
言
い
訳
し
た
り
〔
揜
藏
廻
護
〕
」
し
な
い
、
つ
ま
り
「
人
之
非
笑
」
を
「
假

計
」
し
な
い
、
「
俗
染
」
か
ら
離
れ
た
「
鳳
翔
于
千
仭
之
意
」
を
持
つ
「
狂
者
」

を
評
価
し
た
が

）
11
（

、
そ
れ
は
「
病
狂
喪
心
者
」
の
「
疾
痛
迫
切
」
な
る
「
狂
」
の

思
い
そ
の
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
そ
の
「
狂
者
」
と
し
て
の
迫
切
し
た
思
い
は
、
「
鳳
翔
于
千
仭
之
意
」

と
い
う
高
邁
さ
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
心
は
決
し
て
世
の
常
人
と
懸
絶
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
条
に
は
「
天
下
之
人
猶
有
病
狂
者
矣
、
吾
安
得
而
非

病
狂
乎
」
と
あ
る
。
王
守
仁
に
は
自
ら
の
「
病
狂
」
が
天
下
の
「
病
狂
」
と
同

じ
、
つ
ま
り
「
天
下
之
人
」
が
病
む
な
ら
私
も
そ
の
こ
と
で
心
を
苦
し
め
病
む

の
だ
、
私
と
「
天
下
之
人
」
と
心
は
「
同
」
で
あ
る
、
と
い
う
相
互
性
の
認
識

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
こ
そ
、
「
天
下
之

腎
乾
肝
焦
肺
。
水
漿
不
入
口
〕
」
を
典
拠
と
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
悲
し
み
に

よ
る
苦
痛
の
極
致
を
意
味
す
る
。
戦
地
の
民
衆
の
激
し
い
心
身
の
苦
痛
、
そ
れ

を
知
っ
た
王
守
仁
の
激
し
い
心
の
痛
み
、
そ
の
よ
う
な
思
い
が
背
景
に
あ
る
の

で
あ
る
。
彼
が
し
ば
し
ば
語
る
「
眞
誠
惻
怛

0

0

」
（
『
伝
習
録
』
中
「
答
聶
文
蔚 

二
」

な
ど
）
の
語
も
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
、
③
④
な
ど
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
江
西
で
彼
が
見
た
光
景
は
悲
惨

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
飢
餓
や
暴
力
と
い
っ
た
物
理
的
に
明
白
な
こ
と
ば
か
り

で
は
な
く
、
そ
の
民
衆
の
内
な
る
心
も
ま
た
ひ
ど
く
荒
ん
で
い
た
。
し
か
し
王

守
仁
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
状
況
下
で
、
万
人
の
心
の
「
同
」
を
見
出

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

人
は
楽
観
的
な
状
況
下
で
も
希
望
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
厳

し
く
絶
望
的
な
状
況
下
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
絶
望
が
一
つ
の
刺
激

と
な
っ
て
、
希
望
は
そ
の
意
義
を
い
や
増
し
、
さ
ら
に
熱
心
に
追
求
さ
れ
る
。

時
と
し
て
絶
望
は
希
望
を
強
め
る
役
割
を
果
た
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
習

気
の
深
さ
は
そ
の
ま
ま
良
知
の
光
茫
の
鋭
さ
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る

）
1（
（

」
。

王
守
仁
の
、
万
人
の
心
の
「
同
」
と
い
う
希
望
は
、
江
西
の
地
の
絶
望
的
な
ま

で
に
厳
し
い
状
況
の
中
で
見
い
だ
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
よ
り
光
り
輝
き
、
よ
り

熱
心
な
希
求
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
人
の
悲
惨
を

知
っ
た
こ
と
が
、
万
物
一
体
の
仁
を
追
求
す
る
熱
源
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

①
に
引
用
し
た
「
答
聶
文
蔚
（
一
）
」
に
は
、
そ
の
別
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
「
疾

痛
迫
切
」
の
思
い
を
伝
え
る
。

⑫
吾
方
疾
痛
之
切
體
、
而
暇
計
人
之
非
笑
乎
。･

･
･
･
･
･

嗚
呼
、
今
之
人

雖
謂
僕
爲
病
狂
喪
心
之
人
、
亦
無
不
可
矣
。
天
下
之
人
心
、
皆
吾
之
心

也
。
天
下
之
人
猶
有
病
狂
者
矣
、
吾
安
得
而
非
病
狂
乎
。
猶
有
喪
心
者

王守仁「万物一体の仁」思想の原点―その戦場経験と心の「同」―
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人
心
、
皆
吾
之
心
也
」
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
。

　

確
か
に
「
天
下
之
人
心
、
皆
吾
之
心
也
」
で
あ
れ
ば
、
天
下
万
民
が
病
む
よ

う
に
、
自
ら
も
病
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、「
吾
之
心
」
が
「
疾

痛
迫
切
」
し
て
求
め
る
善
な
る
心
を
、
古
人
は
も
ち
ろ
ん
「
天
下
之
人
心
」
も

必
ず
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
い
う
希
望
に
も
転
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑫
と

同
じ
資
料
に
基
づ
く
①
に
は
ま
さ
に
「
良
知
之
在
人
心
、
無
間
於
聖
愚
、
天
下

古
今
之
所
同
也
」
と
あ
る
。
人
は
皆
、
共
感
し
合
い
「
一
體
」
と
な
る
善
な
る

心
・
良
知
を
も
つ
、
と
い
う
希
望
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
「
狂
」
の
思
い
は
民
の
「
病
狂
」
や
「
困
苦
荼
毒
」
に
接
し
て
、

ま
す
ま
す
「
疾
痛
迫
切
」
の
度
を
加
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
時
、
彼
の
心
中
に
あ
っ
た
の
は
、
か
つ
て
広
東
の
悲
惨
な
戦
場
で
、
彼
ら

自
身
「
官
府
」
「
大
戸
」
の
圧
迫
を
受
け
て
や
む
な
く
反
乱
を
起
こ
し
た
浰
頭

の
「
賊
」
た
ち
に
「
人
は
此
の
心
を
同
じ
く
す
、
爾
寧
ん
ぞ
獨
り
知
ら
ざ
ら
ん

や
」
「
民
は
吾
が
同
胞
、
爾
等
は
皆
な
我
が
赤
子
」
と
語
り
か
け
た
と
き
の
、「
痛

ま
し
い
哉
痛
ま
し
い
哉
」
と
い
う
「
疾
痛
」
の
念
、
こ
の
原
点
だ
っ
た
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
注

（
１
）　

島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
）
一
三
三
頁
。

（
２
）　

『
伝
習
録
』
上
・
九
〇
条
に
「
自
格
物
致
知
至
平
天
下
、
只
是
一
箇
明
明
德
。
雖

親
民
亦
明
德
事
也
。
明
德
是
此
心
之
德
、
卽
是
仁
。
仁
者
以
天
地
萬
物
爲
一
體
。

使
有
一
物
失
所
、
便
是
吾
仁
有
未
盡
處
。
」
と
あ
る
。
注
（
（1
）
も
参
照
。
な
お
、

本
稿
に
お
け
る
王
守
仁
の
テ
キ
ス
ト
は
、
基
本
的
に
は
四
部
叢
刊
本
『
王
文
成
公

全
書
』
に
拠
り
、
巻
数
も
こ
れ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
巻
一
～
巻
三
に
当
た
る
『
伝

習
録
』
上
・
中
・
下
は
、
独
立
し
た
書
物
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
た
め
、
本

稿
で
も
そ
の
よ
う
に
扱
う
。

（
３
）　

王
守
仁
万
物
一
体
の
仁
論
の
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
島
田
『
朱
子
学
と
陽

明
学
』
一
三
三
～
一
四
三
頁
、
同
『
中
国
思
想
史
の
研
究
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版

会
、
二
〇
〇
二
年
）
三
四
～
四
七
頁
、
荒
木
見
悟
『
陽
明
学
の
位
相
』
（
研
文
出
版
、

一
九
九
二
年
）
二
五
七
～
二
八
五
頁
、
崔
在
穆
『
東
ア
ジ
ア
陽
明
学
の
展
開
』
（
ぺ

り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
〇
三
～
二
一
三
頁
、
楊
国
栄
『
心
学
之
思
―
王
陽

明
哲
学
的
闡
釈
』
（
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
九
～
一
一
四
頁
、

陳
来
『
宋
元
明
哲
学
史
教
程
』
（
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）

三
六
三
～
三
六
六
頁
、
同
「
王
陽
明
的
万
物
一
体
思
想
」
（
『
中
共
寧
波
市
委
党
校

学
報
』
二
〇
一
九
年
第
二
期
第
四
一
巻 

総
第
二
二
八
期
）
四
五
～
四
九
頁
を
参
照
。

（
４
）　

崔
『
東
ア
ジ
ア
陽
明
学
の
展
開
』
二
〇
五
頁
。

（
５
）　

島
田
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
一
三
七
頁
。

（
６
）　

『
全
書
』
巻
二
十
六
「
大
學
問
」
に
は
、
「
是
故
見
孺
子
之
入
井
、
而
必
有
怵
惕

惻
隱
之
心
焉
。
是
其
仁
之
與
孺
子
而
爲
一
體
也
。
…
…
見
草
木
之
摧
折
、
而
必
有

憫
恤
之
心
焉
。
是
仁
之
與
草
木
而
爲
一
體
也
。
草
木
猶
有
生
意
者
也
、
見
瓦
石
之

毀
壊
、
而
必
有
顧
惜
之
心
焉
。
是
其
仁
之
與
瓦
石
而
爲
一
體
也
。
是
其
一
體
之
仁
也
。
」

と
あ
る
。

（
７
）　

島
田
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
一
三
八
頁
、
陳
『
宋
元
明
哲
学
史
教
程
』
三
六
五
頁
、

同
「
王
陽
明
的
万
物
一
体
思
想
」
四
八
頁
。

（
８
）　

彼
自
身
、
江
西
・
贛
州
で
の
討
伐
作
戦
中
に
発
し
た
「
公
移
」
の
中
で
「
此
邦

之
俗
、
爭
利
健
訟
」（
『
全
書
』
巻
之
十
六
「
告
諭
各
府
父
老
子
弟
」
）
と
評
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
川
快
之
『
伝
統
中
国
の
法
と
秩
序
―
地
域
社
会
の
視
点

か
ら
―
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
三
～
四
、
一
一
～
一
五
頁
参
照
。
南
安
州
・

贛
州
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
は
同
書
一
三
七
～
一
三
八
頁
に
詳
し
い
。
ま
た
夫
馬

進
編
『
中
国
訴
訟
社
会
史
の
研
究
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
所

収
の
陳
宝
良
（
水
越
知
訳
）
「
「
郷
土
社
会
」
か
「
好
訟
」
社
会
か
？

―
明
清
時

代
の
「
好
訟
」
社
会
の
形
成
お
よ
び
そ
の
諸
相
」
二
六
七
～
二
六
九
頁
も
参
照
。
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（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
九
七
～
九
九
頁
、
が
あ
る
。

（
（1
）　

『
論
語
』
子
罕
篇
の
「
鄙
夫
來
問
」
章
に
つ
い
て
、『
伝
習
録
』
下
・
九
五
条
で
は
「
先

生
曰
、
孔
子
有
鄙
夫
來
問
、
未
嘗
先
有
知
識
以
應
之
。
其
心
只
空
空
而
已
。
但
叩

他
自
知
的
是
非
兩
端
、
與
之
一
剖
決
、
鄙
夫
之
心
便
已
了
然
。
鄙
夫
自
知
的
是
非
、

便
是
他
本
來
天
則
。
雖
聖
人
聰
明
如
何
可
與
增
減
得
一
毫
他
。
他
只
不
能
自
信
。
」

と
言
及
し
て
い
る
。
聖
人
孔
子
で
あ
っ
て
も
鄙
夫
に
対
し
て
で
き
る
の
は
啓
蒙
の

第
一
歩
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
後
は
鄙
夫
自
身
の
天
則
＝
良
知
が
指
針
と
な
る
の
で
、

聖
人
の
更
な
る
指
導
を
受
け
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
（1
）　

王
守
仁
は
万
物
一
体
の
仁
を
語
る
際
に
、
し
ば
し
ば
「
豪
傑
之
士
」
と
共
に
こ

れ
を
成
し
遂
げ
た
い
と
述
べ
る
。
「
豪
傑
之
士
」
は
『
孟
子
』
尽
心
上
篇
「
若
夫
豪

傑
之
士
、
雖
無
文
王
猶
興
。
」
を
典
拠
と
す
る
。
「
文
王
」
、
つ
ま
り
王
権
の
手
を
借

り
ず
に
民
間
の
力
で
万
物
一
体
の
仁
（
抜
本
塞
源
の
社
会
）
を
成
し
遂
げ
ん
と
す

る
自
立
の
意
志
が
こ
の
語
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
余
英
時
『
宋

明
理
學
與
政
治
文
化
』（
允
晨
文
化
実
業
、
二
〇
〇
四
年
）
三
〇
二
～
三
二
〇
頁
参
照
。

（
（1
）　

例
え
ば
、
島
田
『
王
陽
明
集
』
一
三
一
頁
に
は
、
「
「
簡
易
」
と
い
う
の
は
、
複

雑
に
た
い
す
る
簡
単
と
い
う
よ
り
も
、
単
刀
直
入
と
い
う
の
が
近
い
と
思
わ
れ
る
。
」

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
王
守
仁
の
「
易
簡
」
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
は
拙

稿
「
王
守
仁
の
「
易
簡
」
の
思
想

―
「
見
在
」
と
の
係
わ
り
に
お
い
て

―
」（
『
白

山
中
国
学
』
通
巻
二
十
九
号
、
二
〇
二
三
年
）
に
お
い
て
論
じ
た
。

（
（1
）　

拙
稿
「
内
な
る
天
―
―
王
守
仁
「
良
知
」
説
再
考
」
（
『
白
山
中
国
学
』
通
巻

二
十
七
号
、
二
〇
二
一
年
）
四
～
六
、
九
～
一
一
頁
参
照
。

（
（1
）　

『
全
書
』
巻
之
十
七
「
南
贛
郷
約
」
（
「
年
譜
（
二
）
」
に
よ
れ
ば
、
正
徳
十
三
年

十
月
」
施
行
）
に
よ
れ
ば
、
「
故
今
特
爲
郷
約
、
以
協
和
爾
民
。
」
と
そ
の
目
的
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
続
く
会
合
時
の
参
会
者
宣
言
は
、
「
齊
心
合
德
、
同
歸
於

善
。
若
有
二
三
其
心
、
陽
善
陰
惡
者
、
神
明
誅
殛
〕
。
」
と
い
う
一
句
で
締
め
ら
れ
る
。

「
協
和
」
や
「
齊
心
合
德
、
同
歸
於
善
」
な
ど
の
語
は
、
⑦
の
「
人
同
此
心
」
や
⑩

の
「
復
其
心
體
之
同
然
」
と
い
う
語
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
郷
約
」

（
９
）　

こ
の
告
諭
の
題
目
の
注
記
に
は
「
正
徳
十
二
年
五
月
」
と
あ
る
が
、
難
波
江
通

泰
氏
に
よ
れ
ば
、
「
年
譜
一
」
と
『
全
書
』
巻
之
十
一
「
浰
頭
捷
音
疏
」
の
記
述
に

よ
り
、
同
年
九
月
一
一
日
直
後
と
す
る
（
『
王
陽
明
全
集 

第
五
巻
』
明
徳
出
版
社
、

一
九
八
五
年
）
一
三
五
頁
参
照
。
束
景
南
『
王
陽
明
年
譜
長
編 

二
』（
上
海
古
籍
出
版
、

二
〇
一
七
年
）
九
七
一
頁
で
は
、
「
年
譜
」
等
に
よ
り
十
月
の
横
水
攻
略
直
前
と
し

て
い
る
。

（
（1
）　

原
文
は
、
「
乃
必
欲
爲
此
其
間
、
想
亦
有
不
得
已
者
。
或
是
爲
官
府
所
迫
、
或
是

爲
大
戸
所
侵
、
一
時
錯
起
念
頭
、
誤
入
其
中
、
後
遂
不
敢
出
。
」
で
あ
る
。

（
（（
）　

島
田
虔
次
『
中
国
文
明
選 
第
六
巻 

王
陽
明
集
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
）

六
二
～
六
三
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
「
知
」
字
の
解
釈
自
体
は
南
宋
・
朱
熹
に
も

見
ら
れ
る
。
例
え
ば
木
下
鉄
矢
『
朱
熹
哲
学
の
視
軸
―
続 

朱
熹
再
読
』（
研
文
出
版
、

二
〇
〇
九
年
）
一
七
二
～
一
七
三
頁
参
照
。

（
（1
）　

こ
の
告
諭
は
後
世
に
も
知
ら
れ
た
。
荒
木
『
陽
明
学
の
位
相
』
二
八
三
頁
に
よ

る
と
、
清
・
梁
章
鉅
が
『
退
庵
随
筆
』
（
巻
六
）
で
「
告
諭
浰
頭
巣
賊
」
を
、
「
家

人
子
弟
を
教
誡
す
る
愛
情
に
満
ち
て
い
る
…
…
そ
の
代
表
的
な
も
の
」
と
し
て
評

価
し
た
、
と
い
う
。
ま
た
、
王
守
仁
の
兵
法
論
に
も
仁
政
の
発
想
が
あ
る
と
の
指

摘
が
、
永
冨
青
地
『
王
守
仁
著
作
の
文
献
学
的
研
究
』
（
汲
古
書
院 

二
〇
〇
七
年
）

四
〇
九
頁
に
あ
る
。

（
（1
）　

江
西
経
験
以
前
の
発
言
を
収
め
る
『
伝
習
録
』
上
巻
の
、
第
九
〇
条
（
注
（
２
）

参
照
）
に
は
万
物
一
体
の
仁
の
語
が
見
ら
れ
る
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
王
守
仁
に

お
い
て
は
、
四
九
歳
以
降
の
思
想
的
完
成
期
に
顕
著
に
な
る
思
想
が
そ
れ
以
前
の

時
期
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
「
良
知
」
の
語
が
『
伝
習
録
』
上
・

九
条
に
見
え
る
な
ど
。
こ
の
「
万
物
一
体
の
仁
」
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。

（
（1
）　

陳
『
宋
元
明
哲
学
史
教
程
』
三
六
五
頁
、
崔
『
東
ア
ジ
ア
陽
明
学
の
展
開
』

二
〇
六
頁
。
な
お
、
「
抜
本
塞
源
論
」
に
つ
い
て
の
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
島

田
『
王
陽
明
集
』
一
七
八
～
二
〇
四
頁
、
荒
木
『
陽
明
学
の
位
相
』
二
五
七
～

二
七
八
頁
、
岸
本
美
緒
『
明
清
交
替
と
江
南
社
会
―
１
７
世
紀
中
国
の
秩
序
問
題
』

王守仁「万物一体の仁」思想の原点―その戦場経験と心の「同」―
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の
、
現
場
に
お
け
る
「
一
時
の
「
斉
心
」
」
を
つ
く
り
出
す
機
能
に
つ
い
て
は
、
寺

田
浩
明
「
明
清
法
秩
序
に
お
け
る
「
約
」
の
性
格
」
（
溝
口
雄
三
・
浜
下
武
志
・
平

石
直
昭
・
宮
嶋
博
史
編
『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
４ 

社
会
と
国
家
』
東
京
大
学
出
版

会 

一
九
九
四
年
）
一
〇
三
～
一
〇
四
頁
参
照
。
な
お
、
王
守
仁
の
万
物
一
体
の
仁

論
と
郷
約
に
お
け
る
相
互
性
の
発
想
に
つ
い
て
は
、
北
宋
・
呂
大
鈞
の
「
呂
氏
郷
約
」

の
骨
子
「
德
業
相0

勧
、
過
失
相0

規
、
礼
俗
相0

交
、
患
難
相0

恤
」
も
一
つ
の
参
考
と
な
っ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
11
）　

彼
の
政
策
は
、
少
な
く
と
も
江
西
で
は
成
功
を
収
め
た
よ
う
で
あ
る
。
黄
綰
「
陽

明
先
生
行
状
」（
『
全
書
』
巻
之
三
十
七
）
に
よ
れ
ば
、「
贛
人
初
與
賊
通
、
俗
多
鄙
野
。
」

で
あ
っ
た
当
地
の
風
潮
は
、「
十
家
牌
法
」
や
「
郷
約
」
の
施
行
に
よ
り
改
善
し
、「
贛

俗
丕
變
、
贛
人
多
爲
良
善
、
而
問
學
君
子
亦
多
矣
。
」
と
な
っ
た
と
あ
る
。

（
1（
）　

荒
木
『
陽
明
学
の
位
相
』
一
〇
一
頁
。

（
11
）　

『
全
書
』
巻
三
十
四
「
年
譜
（
三
）
嘉
靖
二
年
二
月
」
に
み
え
る
彼
の
発
言
に
、「
吾

自
南
京
已
前
、
尚
有
郷
愿
意
思
在
。
今
、
只
信
良
知
眞
是
眞
非
處
、
更
無
揜
藏
廻
護
。

纔
做
得
狂
者
。
使
天
下
盡
説
我
行
不
揜
言
。
吾
亦
只
依
良
知
行
。
…
…
郷
愿
以
忠

信
廉
潔
見
於
君
子
、
以
同
流
合
汙
無
忤
於
小
人
。
…
…
其
心
已
破
壊
矣
、
故
不
可

與
入
堯
舜
之
道
。
狂
者
志
存
古
人
、
一
切
紛
囂
俗
染
擧
不
足
以
累
、
其
心
眞
有
鳳

翔
于
千
仭
之
意
、
一
克
念
卽
聖
人
矣
。
」
と
あ
る
。
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